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〔条 例 等〕 

○浦添市防災会議条例 

昭和 53 年 12 月 25 日 

条例第 27 号 

改正 平成 12 年３月 31 日条例第２号 

平成 24 年 12 月 19 日条例第 30 号 

（目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 16 条第６項の規定に基づき、

浦添市防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織に関し、必要な事項を定める

ことを目的とする。 

（所掌事務） 

第２条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(１) 浦添市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(２) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

(３) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

（会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、市長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故がある時は、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

(１) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者 

(２) 沖縄県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者 

(３) 沖縄県警察の警察官のうちから市長が任命する者 

(４) 市長がその部内の職員のうちから指名する者 

(５) 浦添市教育長 

(６) 浦添市消防長及び浦添市消防団長 

(７) 指定公共機関または指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者 

(８) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者 

(９) その他特に必要と認め市長が任命する者 

６ 前項第１号から第４号まで及び第７号から第９号までの委員の定数は、それぞれ若干人とす

る。 

７ 第５項第７号から第９号までの委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、

その前任者の残任期間とする。 

８ 前項の委員は、再任することができる。 

（専門委員） 

第４条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、沖縄県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、

関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

（雑則） 

第５条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項

は、会長が防災会議に諮って定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 12 年 3 月 31 日条例第２号）抄 
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（施行期日） 

１ この条例は、平成 12 年 4 月１日から施行する。 

附 則（平成 24 年 12 月 19 日条例第 30 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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○浦添市防災会議運営規程 

昭和 60 年４月２日 

訓令甲第７号 

改正 平成 18 年 12 月 22 日訓令甲第 25 号 

平成 28 年 2 月 23 日訓令甲第９号 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、浦添市防災会議条例（昭和 53 年条例第 27 号）第５条の規定に基づき、浦

添市防災会議（以下「防災会議」という。）の議事その他防災会議の運営に関し、必要な事項を

定めるものとする。 

（会長の職務等） 

第２条 会長は、必要があると認めるときは、防災会議を招集し、防災会議の議長となる。 

２ 会長に事故あるときは、副市長にある委員がその職務を代理する。 

３ 会長は、緊急を要し会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、または軽易なものにつ

いて専決処分をすることができる。 

４ 会長は、前項の規定により専決処分をした時は、次の会議に報告し、その承認を求めなけれ

ばならない。 

（会議） 

第３条 防災会議は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。 

２ 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

３ 防災会議を招集する場合は、委員に対し招集の日時、場所、会期及び議題をあらかじめ通知

しなければならない。 

（公表の方法） 

第４条 地域防災計画の公表、その他公表を要するものについては、浦添市公告式条例（昭和 47

年条例第 13 号）の例による。 

（報酬） 

第５条 委員の報酬の額は、浦添市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例（昭和 47 年条例第 30 号）に基づき支給する。ただし、本市の職員には支給しない。 

（庶務） 

第６条 防災会議の庶務は、総務部総務課において行う。 

（委任） 

第７条 この訓令に定めるもののほか、防災会議の運営について必要な事項は、防災会議に諮っ

て会長が定める。 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 18 年 12 月 22 日訓令甲第 25 号） 

この訓令は、平成 19 年 4 月１日から施行する。 

附 則（平成 28 年 2 月 23 日訓令甲第９号） 

この訓令は、平成 28 年 2 月 23 日から施行する。 
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○浦添市災害等対策本部条例 

昭和 53 年 12 月 25 日 

条例第 29 号 

改正 平成 9 年 3月 12 日条例第 3号 

 平成 24 年 12 月 17 日条例第 31 号 

 平成 25 年 3 月 26 日条例第 3 号 

(趣旨) 

第１条 この条例は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 23 条の 2 第 8 項及び新型

インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号。以下「新型インフルエンザ特

措法」という。)第 37 条の規定により準用する同法第 26 条の規定に基づき、浦添市災害

等対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 

(所掌事務) 

第２条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 災害対策基本法第 23 条の 2第 4 項の事務 

(2) 新型インフルエンザ特措法第 34 条第 2項の事務 

(組織) 

第３条 災害等対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、災害等対策

本部員(以下「本部員」という。)その他の職員を指揮監督する。 

２ 災害等対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、本部長に事故があ

るときは、その職務を代理する。 

３ 本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。 

(会議) 

第４条 本部長は、本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、本

部の会議を招集する。 

２ 本部長は、新型インフルエンザ特措法第 35 条第 4項の規定により、国の職員その他市の

職員以外の者を本部の会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることが

できる。 

(部) 

第５条 本部長は、必要と認めるときは、本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

(委任) 

第６条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 9年 3月 12 日条例第 3 号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 24 年 12 月 17 日条例第 31 号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 25 年 3 月 26 日条例第 3号) 

この条例は、公布の日又は新型インフルエンザ特措法の施行の日のいずれか遅い日から施

行する。 
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○浦添市防災会議構成員名簿          

 （平成 29 年３月 10 日現在） 

№ 機 関 名 職 名 役 職 ＴＥＬ 号 

１ 浦 添 市 市 長 会 長 876-1234 内線 2561 ― 

２ 那覇海上保安本部 警備救難課長 委 員 867－0118 (１) 

３ 沖縄県中部土木事務所 所 長 〃 894－6510 (２) 

４ 沖縄県中部農林土木事務所 所 長 〃 894－6252 (２) 

５ 沖縄県南部福祉保健所 所 長 〃 854－1005 (２) 

６ 浦 添 警 察 署 警 備 課 長 〃 875－0110 (３) 

７ 浦   添   市 副 市 長 会 長 代 理 876-1234 内線 2561 (４) 

８ 〃 総 務 部 長 委員 876-1234 内線 2008 (４) 

９ 〃 総 務 部 参 事 〃 876-1234 内線 2008 (４) 

10 〃 企 画 部 長 〃 876-1234 内線 2508 (４) 

11 〃 西 海 岸 開 発 局 長  〃 876-1234 内線 2708 (４) 

12 〃 市 民 部 長 〃 876-1234 内線 3008 (４) 

13 〃 経済観光局長 〃 876-1234 内線 3165 (４) 

14 〃 福 祉 部 長 〃 876-1234 内線 3508 (４) 

15 〃 健 康 部 長 〃 876-1234 内線 3608 (４) 

16 〃 都市建設部長 〃 876-1234 内線 4008 (４) 

17 〃 水 道 部 長 〃 876-1234 内線 5121 (４) 

18 〃 教 育 部 長 〃 876-1234 内線 6011 (４) 

19 〃 文 化 部 長 〃 876-1234 内線 6211 (４) 

20 〃 指 導 部 長 〃 876-1234 内線 6511 (４) 

21 〃 議会事務局長 〃 876-1234 内線 5512 (４) 

22 〃 教 育 長 〃 876-1234 内線 6001 (５) 

23 〃 消 防 長 〃 876-1234 内線 5608 (６) 

24 浦 添 市 消 防 団 団 長 〃 875－0119 (６) 

25 沖 縄 電 力 (株 ) 浦 添 支 店 長 〃 876－5588 (７) 

26 ㈱ＮＴＴ西日本沖縄支店 災 害 対 策 室 担 当 課 長  〃 871－2820 (７) 

27 安波茶自主防災会 会 長 〃  (８) 

28 浦添市女性防火クラブ 会 長 〃  (８) 

29 陸上自衛隊第十五旅団 第五十一普通科連帯第三中隊長 〃 857－1155 (９) 

30 浦  添  市  医  師  会 会 長 〃 874－2344 (９) 

31 浦添市赤十字奉仕団 委 員 長 〃 879－7128 (９) 

32 浦 添 市 自 治 会 長 会 会 長 〃 876-1234 内線 3012 (９) 

33 浦添市社会福祉協議会 事 務 局 長 〃 877－8226 (９) 

34 浦添市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会 副 会 長 〃 874－4932 (９) 
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浦添市防災会議条例第３条第５項の各号 
(１)指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者 
(２)沖縄県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者  
(３)沖縄県警察の警察官のうちから市長が任命する者 
(４)市長がその部内の職員のうちから指名する者  
(５)浦添市教育長 
(６)浦添市消防長及び浦添市消防団長 
(７)指定公共機関または指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者 
(８)自主防災組織を構成する者または学識経験のある者のうちから市長が任命する者 
(９)その他特に必要と認め市長が任命する者 
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○浦添市小災害弔慰金及び見舞金支給条例 

                                昭和 58 年 12 月 14 日 

                                    条例第 34 号 

                        改正 平成 6 年 12 月 14 日条例第 41 号     

 

浦添市災害見舞金支給条例(昭和 47 年条例第 48 号)の全部を改正する。 

 

(目的) 

第１条 この条例は、小災害により被害を受けた市民に対し、弔慰金又は見舞金を支給し、

もって市民福祉の増進を図ることを目的とする。  

(定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げると

ころによる。  

(１) 小災害 災害の規模が災害救助法（昭和22年法律第118号）の適用を受けない災害で、

市の区域内において発生した暴風、豪雨等による自然災害及び火災等をいう。  

[災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）] 

(２) 市民 小災害により被害を受けた当時、市の区域内に住所を有した者をいう。  

(支給の種類) 

第３条 弔慰金及び見舞金の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。  

(１) 小災害により死亡した者に対する弔慰金  

(２) 小災害により負傷した者及び住家に被害を受けた世帯に対する見舞金  

(支給の対象) 

第４条 弔慰金及び見舞金の支給の対象は、次の各号に掲げるとおりとする。  

(１) 弔慰金は、小災害により死亡した者について、その遺族に対して支給する。  

(２) 見舞金は、小災害により治療期間 30 日以上の負傷をした者及び住家が全壊、全焼若し

くは流失または半壊、半焼及び床上浸水をした世帯に対して支給する。  

(支給基準) 

第５条 弔慰金及び見舞金は、次の表に掲げる基準で支給する。  

区分 基準 金額 

弔慰金 死亡者１人につき 50,000 円 

見舞金 

負傷者１人につき 30,000 円 

住家の全壊、全焼、流失 50,000 円 

住家の半壊、半焼 30,000 円 

住家の床上浸水 10,000 円 

(支給の制限) 

第６条 弔慰金は、沖縄県市町村総合事務組合から災害弔慰金が支給される時は支給しない。  

２ 小災害の発生が被害を受けた者の故意または重大な過失による場合は、当該被害を受け

た者に係る弔慰金及び見舞金は支給しない。  

(委任) 

第７条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

 

附 則  

１ この条例は、昭和 59 年１月１日から施行する。  

２ この条例の施行前に発生した災害による見舞金の支給については、なお従前の例による。  

 

附 則(平成６年 12 月 14 日条例第 41 号)  

この条例は、公布の日から施行する。 


